
柏商工会議所３０１特別会議室音響等改修工事に係る 

公募型プロポーザル募集要領 

 

 

１．音響等改修工事 

柏商工会議所会館３階にある３０１特別会議室の音響、映像、ＷＥＢ会議等の改修工

事について、改修内容の提案等を業務とする。また、複数の提案も２案まで可とする。

詳細は、別紙１「柏商工会議所３０１特別会議室音響等改修工事委託仕様書」を参照の

こと。 

 

２．プロポーザル参加資格 

本公募型プロポーザルの公募締め切り日までにおいて、次の要件を全て満たすこと。 

(１) 柏商工会議所(以下、当所)の会員事業所であること。 

(２) 納期の到来している当所の会費完納していること。 

(３)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生の手続き又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）基づく再生の手続きの申立てがなされている者に該当しな

いこと。 

(４)反社会勢力【暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号その後の改正を含む）第２条第２号に規定する暴力団員及びそれに準じる

者をいう。）】ではないこと。 

(５)役員等が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に

規定する暴力団員及びそれに準じる者をいう。）ではないこと。 

 

３．全体スケジュール案 

内  容 日にち 

公募日 令和３年１０月 １日（金） 

参加意思表明書提出期限 令和３年１０月１５日（金） 

参加資格審査結果通知 令和３年１０月１８日（月） 

質疑書提出期限・現場調査期限 令和３年１０月１９日（火） 

質疑書回答期限 令和３年１０月２０日（水） 

企画提案書提出期限 令和３年１０月２２日（金） 

辞退申し出期限 令和３年１０月２７日（水） 

プレゼンテーション審査 令和３年１０月２９日（金） 

審査結果通知 令和３年１１月１２日（金） 

受注業者との調整 令和３年１１月１５日（月） 

受注業者との契約 令和３年１１月３０日（火） 

改修工事施工 令和３年１２月 １日（水） 

 

４．参加意思の表明 

本公募型プロポーザルに参加の意思があるものは、次のとおり参加意思表明書等を提

出すること。 

(１)提出書類 

ア 参加意思表明書（様式１号） 



イ 反社会勢力（暴力団及びその他の暴力的集団の構成員）でないことの誓約書（様

式２号） 

(２)提出期限 

令和３年１０月１５日（金）１７時００分必着 

(３)提出方法 

当所総務課へ直接持参、または郵送（E-mailでも可）によるものとする。 

(４)提出部数 

各１部 

(５)留意事項 

参加資格の確認結果は、令和３年１０月１８日（月）までに、参加意思表明書に記載

したメールアドレス宛に審査結果をメールで通知する。 

 

５．辞退 

「４ 参加意思の表明」に従い、参加意思表明書を提出した後に、本公募型プロポー

ザルを辞退する場合は、令和３年１０月２７日（水）までに辞退届（任意様式）を当所

総務課へ直接持参、または郵送（E-mailでも可）にて提出すること。尚、既に提出され

た書類等については返却しない。 

 

６．質疑・回答・現場調査 

  本公募型プロポーザルについて不明な点がある場合には、次の通り当所に対して質問

することができる。当所は、可能な範囲内で質問に応じ、回答を行うものとする。 

(１)提出書類 

  質疑書（様式３号） 

(２)提出期限 

  令和３年１０月１９日（火）１７時００分必着 

(３)提出方法 

当所総務課へ直接持参、または郵送（E-mailでも可）によるものとする。 

(４)質疑回答 

  令和３年１０月２０日（水）までに、「４ 参加意思の表明」に従い参加が認められた

者（以下「提案者」という。）からの質疑に対する回答を一括して取りまとめて、各担

当者へ E-mailで送付する。 

(５)現場調査 

  改修工事する３０１特別会議室の事前現場調査を行いたい場合には、当所総務課へ申

し出て日程を調整のうえ、令和３年１０月１９日（火）までに終了すること。尚、現

場調査は平日の当所業務時間内（９:００～１７：３０）で実施し、且つ終了するもの

とする。 

 

７．企画提案書等の提出 

提案者は、次の通り企画提案書等を提出すること。 

(１)提出書類 

ア 企画提案書 

記載内容や様式等は、別紙２企画提案書作成要領を参照のこと。 

イ 工期概要表 



  改修工事の内容とそれに要する期間について、工期概要表（様式４号）にて具体

的に示すこと 

ウ 見積書 

    見積書（様式５号）に沿って、見積書を作成すること。 

  エ 実績 

    直近３年以内における提案内容と同様または類似した工事について、工事施工実

績表（様式６号）にて提出すること 

(２)提出期限 

  令和３年１０月２２日（金）１７時００分必着 

(３)提出方法 

当所総務課へ直接持参、または郵送（E-mailでも可）によるものとする。 

(４)提出部数 

  各１１部（見積書は、原本１部、残り１０部はコピーで可） 

(５) 留意事項 

ア 企画提案書等の作成及び提出に係る一切の費用は提案者の負担とする。提出され

た書類は返却しない。 

イ 提案書はプロポーザル以外に使用しない。 

ウ 提出書類に虚偽の事項があった場合には、当該提案を無効とする。 

 

８．プレゼンテーションの実施 

  企画提案書等提出後、次の通りプレゼンテーションを実施する。尚、プレゼンテーシ

ョンの日時・場所の詳細は、企画提案書等提出後、参加意思表明書に記載したメールア

ドレス宛に通知する。 

(１)日時 

  令和３年１０月２９日（金） 

(２)場所 

  柏商工会議所 ４階 ４０１会議室 

(３)方法 

  ア 参加人数は、各提案者３名までとし、本業務で主任担当者となる者（または予定

者）は、必ず参加すること。 

  イ 説明資料は、企画提案書とし、プレゼンテーション時の追加提出は認めない。 

  ウ １社あたりの時間は約３０分（説明１５分、質問１５分程度）を予定。 

  エ プレゼンテーション時に、プロジェクター・スクリーン（当所が用意）を使用す

る場合には事前に連絡のこと。尚、パソコン等その他の機器は持参のこと。 

 

９．審査 

  公募型プロポーザル方式として、当所事務局（専務理事、総務委員会委員長、有識者、

総務部長、総務課長、総務課担当者）が、企画提案等の書類及びプレゼンテーションの

内容を精査する。この事務局の精査結果を基に、当所総務委員会で最終審議・審査を行

い、受託者を決定する。 

(１)審査項目 

  ア 提案者の信頼性、実績 

    ・会社概要や事業内容、社員の印象等を鑑み、信頼性はあるか 



    ・他での施工実績やノウハウがあるか 

  イ 改修工事の企画・内容 

    ・当所の希望や課題改善要望を満たしているか 

    ・マイク集音とスピーカー出力という基軸の安定性が担保されているか 

    ・企画力や独自性はあるか 

    ・誰でも操作がしやすいか 

    ・自拠点での拡声の他にハイブリッド会議に対応しているか 

    ・既存の部屋の改修工事となるため、予定通り機材等が設置できない際の代替策

を想定しているか。またその際のコストを明示できているか。 

    ・導入する機器の今後を見据えた拡張性など考慮されているか 

  ウ アピールポイント（独自提案） 

    ・当所の環境を考慮した独自提案がなされているか 

  エ 工事施工後の保守体制 

    ・故障等の修理やメンテナンスが迅速にとれる体制となっているか 

    ・今回導入した機器の老朽化した際の入れ替え等を考慮しているか 

  オ 経費の妥当性 

    ・過剰な設備ではないか 

    ・見積書の別途概算費用は適切か 

    ・導入後に掛るランニングコストがあるか 

(２)審査結果 

  審査結果は、文書により全ての提案者に対し通知する。 

(３)その他 

ア 提案者が１者のみであった場合においても、プレゼンテーション審査を実施する。

その際、最優秀提案者として適当でないと認められた場合には、最優秀提案者と

して選定しないことがある。 

イ 決定した契約受託者と契約合意に達しない場合、次順位の提案者（第二優先交渉

権者）と交渉することがある。 

 

10．手続き 

発注契約は、最優秀企画提案者と企画提案内容に基づいて仕様等を協議し、一者随意

契約を締結する。 

 

11．連絡先及び各書類の提出先 

柏商工会議所総務課 

〒277-0011 千葉県柏市東上町７－１８ 

ＴＥＬ：（０４）７１６２－３３２５ 

ＦＡＸ：（０４）７１６２－３３２２ 

E-mail：soumu@kashiwa-cci.or.jp 

  



別紙１ 

 

 

柏商工会議所３０１特別会議室音響等改修工事委託仕様書 

 

 

１．件名 

  柏商工会議所３０１特別会議室音響等改修工事委託 

 

２．改修工事場所及び現在の設備状況 

(１)場所 

柏商工会議所会館３階 ３０１特別会議室 

(２)現在の設備状況 

ア 席数  ：              ５６席（コの字型） 

イ 音響  ： 固定卓上マイク      ５６個（現在、使用不能） 

          ハンドワイヤレスマイク   ２本 

          有線マイク         １本 

          正面スピーカー       ２本 

          天井シーリングスピーカー  ７本 

ウ 映写機器： 天井備付プロジェクター   １台 

          正面スクリーン       １台 

          中央５０インチモニター   ２台 

エ その他 ： ミキサー等機器制御台    １台 

卓上マイクアンプ      １機 

Ｗカセットデッキ      １台 

ＬＤプレーヤー       １台 

          ＷＥＢマイクスピーカー   １セット（スピーカー１・マイク５） 

          ノートＰＣ（使用時）    ４台（うち１台は、ＷＥＢ会議時の

内部映写用でインカメ使用） 

  オ 会場図   別紙２参照。 

 

３．内容・機材要件 

  ア 音響機器については、座席５６席（コの字型）の集音ができること。 

 ①音響機器：卓上マイク数       ５６個 

          ハンドワイヤレスマイク   ４本 

          正面スピーカー       ２本 

          天井シーリングスピーカー  ７本 

    ②隣の席との間に、透明のアクリル板が設置されているため、マイクの集音につ

いては、この点を考慮すること。 

③席数分の卓上マイク設置以外に別途提案があれば、卓上マイク設置には拘らな

い。「固定卓上マイクの席数分設置」や「広域収音型マイクの設置」など、会議

室の環境に合った内容を提案すること。 

    ④自拠点での拡声の他にハイブリッド会議に対応すること。 



イ 映写機器については、最低限下記の条件を満たすこと。 

①モニターやスクリーンが座席から着座で映写資料が確認できること。 

②「スクリーン・プロジェクターを廃止して大型モニターを複数設置する」「小

型卓上モニターを席数分設置する」など、会議室の環境に合った内容を提案す

ること。 

③映像の出力系統は２つ以上持つこと。例えば、プロジェクターにＡ画面、モニ

ターにはＢ画面が映せる仕様にすること。映写元となる機材に関して制約はな

いものとする。 

  ウ ＷＥＢ会議などを併用できるハイブリット会議に対応できること。 

①招集型会議とＺＯＯＭ等のオンライン会議が併用できる機器構成（ＷＥＢカメ

ラ設置を含む）であること。 

②ＷＥＢ会議用カメラ、マイクの接続方法については、有線・ワイヤレス接続の

どちらの仕様でも可とするが、会場環境を確認し提示すること。 

③「会議室内での資料映写用モニターとＷＥＢ会議用モニターを別にする」など、

仕様を分かり易く提示すること。 

④当会議室改修後は、外部への貸室として貸し出すことも考慮し、ＷＥＢ会議な

どでの関連機器等のセキュリティー面も考慮して提案すること。 

⑤将来的にペーパレス会議等が対応出来るような拡張性がある場合は併せて提案

すること。 

エ ＡＶ機器については、最低限下記の条件を満たすこと。 

 ①映像端子ＨＤＭＩ、ＲＧＢの有線接続が対応可能であること。尚、ワイヤレス

接続の仕様も可とするが、その際にはＷＩＦＩ環境不調時などの代替案を提示

すること。 

②ブルーレイディスクの再生が可能であること。 

  オ ミキサー等機器制御台は、操作性のよい仕様提案を心掛けること。 

    ①当会議室改修後は、外部への貸室として貸し出すことも考慮し、複雑な操作を

省き、極力簡素化を図ること。 

カ 保守については、下記の条件を最低限満たすこと。 

①工事施工後のトラブル発生時における保守体制を明示すること。尚、機器の保

守作業を受託者が請け負わず第三者の事業者へ再委託し、その後は柏商工会議

所（以下、当所）と第三者の再委託事業者が、直接連絡を取り対応を行う体制

（受託者を間に挟まない）となる場合には、その第三者の再委託事業者も当所

会員事業所であること（非会員事業所である場合には、当所へ加入を必須条件

とする）。 

②工事施工後、１年間の機器トラブル発生時の保守対応については、無償対応と

すること。それ以降については、スポット対応等の保守条件を明示すること。 

③保守費用（メーカー保証期間含む）発生の有無、及びその条件等（平日のみの

対応等）を明示すること。 

④マイクやモニター等の有線・ワイヤレス等の仕様・設置については、設置後の

修理等対応や今後の老朽化に伴う機器入れ替え時の汎用性、施工工事の利便性

なども考慮していること。 

  キ 提案する工事以外で、別途費用の発生が見込まれる可能性がある場合には、その

内容を明記し、且つ概算で構わないので予想されるコストを明示すること。 



 

４．工事委託期間 

  令和３年１２月１日から令和４年３月３１日までの期間。 

詳細な日程は、受託者と協議のうえ決定する。 

 

５．支払方法 

  改修工事の検収、引き渡し完了後、受託者の請求により支払う。 

 

６．その他 

(１)受託者は、当所総務課が委託工事内容を変更する必要があると認める時は、その協議

に応じなければならない。また受託者は、委託工事内容を変更する必要があると認め

られる時は、速やかに申し出るとともに柏商工会議所総務課の指示を仰がなければな

らない。 

(２)その他、詳細については、当所総務課の指示による。 

(３)この事項に定めのない事項については、当所と受託者の両者で協議すること。 

 

７．連絡先 

柏商工会議所総務課 

〒277-0011 千葉県柏市東上町７－１８ 

ＴＥＬ：（０４）７１６２－３３２５ 

ＦＡＸ：（０４）７１６２－３３２２ 

E-mail：soumu@kashiwa-cci.or.jp 

 

  



別紙２ 

 

 

柏商工会議所３階３０１特別会議室現状配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

プロジェクター(天吊り) 

モニター（50型） 

スクリーン 

メインスピーカー 

パッチ盤

HDMI 

 WLアンテンナ 

 

WLアンテンナ 

操作卓 

AV架線 

シーリングスピーカー 

卓上マイク 


